
実習指導者は、次のいずれかの要件に該当する看であ  

ること。  

（か社会福祉士の資格取得後、3年以上相談援助業務   

に従事した経験のある者  

福祉法第6粂に規定する社会福祉主事として、8年以   

上相談援助業務に従事した経験のある者  

が行う社会福祉   

士養成施設実習指導者 

祉士の資格を有する者  

① 実習指導者は、社会福祉士の資格取得後、3年以上   

相談援助業務に従事した経験のある看であって、厚生   
労働大臣が別に定める基準を満たす 

修了したものであること。  
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【経過措置】   

② のの規定にかかわらず、当分の問、次のいずれかの   

であっても差し支えないものとする∩   

ア 児童福祉司、身体障害者福祉司∴社会福祉法笠14   

条笠1項第一号の所昌．知的障害者福祉司又は老人   

福祉法第6条に規定する社会福祉主事として、8年以   

上相談援助業務に従事した経験のある者   

イ 平成21年3月31日までの間に、社会福祉法人全   

祉士養成施設実習   

者特別研修課程を修了し、かつ、社会福祉士の   

資格を有する者  

31日に  
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○効果的な実習教育を確保する観点から、実習は1の実習施設において120時間以上  
行うことを草本とする。   

○実習担当教員が週1回以上の定期的巡回指導を行わなければならない要件を緩和す   

る。  

見直し案  

①各実習施設における実習計画が、当該実習施設との   

連携の下に定められていること。  

の一連の過程を網羅的かつ集中   

的に学習できるよう、1の実習施設において120時間   

以上行うことを基太とすること  

③実習担当教員蛙J少なくとも週1回以上の定期的巡   

回指導を行うこと   

ただし、これにより難い場合については、実習期間中   

に、御こ、   

脚こ学生が   

も差し支えないことと払  

亜 美習において知り得た個人の秘密の保持について、   

実習生が十分配慮するよう指導すること。  

① 各実習施設における実習計画が、当該実習施設との   

連携の下に定められていること  

②実習施設は、実習担当教員による週1回以上の定期   

的巡回指導が可能な地域に存すること。  

③ 実習において知り得た個人の秘密の保持について、   

実習生が十分配慮するよう指導すること。  

○ 現に福祉サーービスに従事してる者について、その負担を軽減し、社会福祉士国家資格   
の取得を促す観点から、現行の1年以上の実務経験を経た者については、実習及び実   

習指導が免除される取扱いを維持する。  

見直し案   現行   

指定施設において－一年以上相談援助の業務に従事し  指定施設において一年以上相談援助の業務に従事し   

た後、入学し、又は入所する者については、相談援助実  た後、入学し、又は入所する者については、社会福祉援   

呈及び相談援助実習過重の履修を免除することができる  助技術現場実習 助技術現場実習指導  

の履修を免除することができる。   
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○ 通信課程における教育内容については、実践力の高い社会福祉士を養成するという   
授業は行わないこととする一方、実習指導及 観点に立って、講義系科目に係る面接 び頚   

習に関する面接授業の充実を図る。   

○ また、通信課程における実習については、現行、通学課程の半分の時間数で足りるこ   
ととされていたが、上記と同様の観点から、通学課程と同様の時間数への充実を図る。  
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科目名   
r一考三強   

人体の構造と機能及び疾病   

心理学理論と心理的支援   

社会理論と社会システム   

社会保障   

社会調査の基礎   

相談援助の基盤と専門棟   

相談援助の理論と方法   

地域福祉の理論と方法   

福祉行財政と福祉計画   

福祉サービス組織と経営   

相談援助演習   

相談援助実習指導   

相談援助実習   

現代社会と福祉   

高齢者に対する支援と介護保険制度   

障害者に対する支援と障害者自立支援制度   

児童や家庭に対する支援児費・家庭福祉制度   

低所得者に対する支援と生活保護制度   

保健医療サービス   

就労支援サービス   

成年後見制度   

更生保護制度   

．ヽ・∴、－，・：∴ヽ－▲●∴．、、．・，  

（参考）現行の通信課程における教育力リキュラム  

一姫養成施設  短期養成施設  
科目   虐」巽茅好  

面接授業  印刷教材  実習  面接授業  印刷教材  実習   

社会福祉原論   6C肋   6h   162h  

老人福祉論   6∂わ   6h   162h  

障害者福祉論   6伽   6h   162h  

児童福祉論   6C肋   6h   162h  

社会保障論   β伽   6h   162h  

公的扶助論   β伽   3h   81h  

地域福祉論   β8肋   3h   81h  

社会福祉援助技術論   720わ   12h   324h  

・社会福祉援助技術演習   72∂／】   12h   324h    ／  12h   324h   ／   
社会福祉援助技術現場実習   

社会福祉援助技術現場実習指導   

心理学   

社会学   

法学   

医学一般   

介護概論   
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○ 養成施設の通信課程における教育方法に関する基準については、現行の基準を前提   

としつつ、面接授業（スクーリング）については、大学等や養成施設等への委託が可能な   
取扱いとする。【一般養成施設・短期養成施設共通】  

見直し案  

①印刷教材は、別表第三に定める各科目について、同  ① 印刷教材は、別表第○に定める各科目について、同   

表に定める時間以上の学習を必要とするものであって、   

その内容は次によるものであること。  

（1）正確、公正であって、かつ、配列、分量、区分及び図  

表が適切であること。  

（2）統計その他の資料が新しく、かつ、権威あるもので  

あること。  

（3）自学自習についての便宜が適切に図られていること。  

虐）面樟 揺業は、養成施設等の教員によって行わなけれ   

らない。ただし、当 
の管理等を確実 に行うことができる場 

託先が次のいずれかに該当する場合については、面   

ことも差し支えない∩  

塵面接授業の内容は、別表第○に定めるもの以上であ   

ること。   

表に定める時間以上の学習を必要とするものであって、  

その内容は次によるものであること。  

（1）正確、公正であって、かつ、配列、分量、区分及び図   

表が適切であること。  

（2）統計その他の資料が新しく、かつ、権威あるもので   

あること。  

（3）自学自習についての便宜が適切に図られていること。  

（∋ 面接授業の内容は、別表第三に定めるもの以上であ  ること。  
102  

見直し案  

金通信課程における指導は、通信指導及び添削指導と   

し、その方法は、次によること。  

（1）通信指導は、計画的に行うこと。  

（2）添削指導は、別表第○に定める各科目について一   

回以上行うこととし、添削に当たっては、採点、講評、   

学習上の注意等を記入すること。   
※ 通信課程の学生の評価に当っては、指定規則別  
表第○に定める科目毎に、当該授業内容への理解  

点から、少なくとも1回以上レポート  

等の 
の確認を行う観  

提出を求めるとともに．印刷教材による授業の  
時間数90晴間（印刷教材による授業の時間数が90  

時間に満たない場合については、当該時間数）につ  

き1回以上の添削指導を行うものとする。（相談援助  

実習及び相談援助実習指導は除く。）  

＆別表第○に定める各科目を教授するのに必要な致   

の教員を有し、かつ、一人は専任教員であること。   

※ 添削指導者  

各科目毎の教員の資格要件に該当する者及び  

現に大学院において、当該科目に関する研究領域  

を専攻している着  

金講義室が面接授業実施期間において確保されている   
こと。  

金少なくとも学生二十人につき一室の割合の演習室が   

面接授業実施期間において確保されていること。  

金実習の内容は、別表第○に定めるもの以上であるこ   

と。  

③ 通信課程における指導は、通信指導及び添削指導と   

し、その方法は、次によること。  

（1）通信指導は、計画的に行うこと。  

（2）添削指導は、別表第三に定める各科目について一   

回以上行うこととし、添削に当たっては、採点、講評、   

学習上の注意等を記入すること。   
※ 通信課撞の学生の評価に当っては、指定規則別  

表第三に定める科目毎に、面接授業時に試験等を  

実施するとともに、印刷教材による授業の時間数旦1  
唾鼠につき1回以上の添削指導を行うものとする。   

（社会福祉援助技術現場実習及び社会福祉援助技  
術現場実習指導は除く。）  

④別表第三に定める各科目を教授するのに必要な数   

の教員を有し、かつ、一人は専任教員であること。   
※添削指導者  

各科目毎の教員の資格要件に該当する者及び  

現に大学院において、当該科目に関する研究領域  

を専攻している者  

⑤講義室が面接授業実施期間において確保されている   
こと。  

⑥少なくとも学生二十人につき一室の割合の演習室が   

面接授業実施期間において確保されていること。  

⑦実習の内容は．、別表第三に定めるもの以上であるこ   

と。  
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○ 養成施設の通信課程については、現行、事務職員の配置が求められていないが、事   
務作業等による教員の負担を軽減し、教育へ専念させる観点から、新たに専任の配置を   
義務づけることとする。【一般養成施設・短期養成施設共通】  

104  
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○ 社会福祉士養成施設については、今後、その入学希望者が自らの希望に応じて適切  

な選択ができるよう、必要な情報を提供していくことが重要であることから、一定の内容   

について、新たに情報開示を行うものとする。【一般養成施訃短期暮成施設共通】  

○現行の社会福祉士養成施設の指定基準においては、情報開示に係る具体的な規定は定められて  

いないところ。   

○しかしながら、介護福祉士については、昨年7月に取りまとめられた介護福祉士のあり方及びその  

養成プロセスの見直し等に関する検討会報告書にれからの介護を支える人材について」において  

は、次のとおり提言がなされているところ。  

養成施設の施設設備等についでは、現在、必要な教室、教育用器具機材、図書の整備など項目ご出二詳  
ml－1彗肌㌻ ▲i＿■1l、壬 l▲、l轟、」L＆ナ㌧∴∵ノし1Jk∴∴■Li占i－▲■上さ占一■＿d，■，■．．＿ノし∴1ニ ー， ■－⊥■■．▲．Lエ爪1」▲▲二it■d■－■Jナ ▲ 一＿⊥d，集l■  
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（1）情報開示の項目   

○社会福祉士養成施設における情報開示の項目については、他の制度における情報開示の項目   

を参考としつつ、次のとおり定め、これらの開示を行うものとする。  

【法人情幸艮】  

① 法人種別、法人名称∴法人の主たる事務所の住所・連絡朱  
② 法人代表者氏名  

③ 養成施設以外の実施事業  
④ 財務諸表  

【養成施設情報】  

① 責成施設名称、養成施設の住所・連絡先 
② 養成施設代表者氏名 
③ 養成施設の開設年月日  
④ 
⑤ 研修施設、図書館（蔵書数を含む。）等の設備の概要  
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【養成課程情報】   

【実績情報】  

【その他情報】  
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○ ワムネットや養成施設のホームページ等を通じて、広く一般に公開することを原則とする。  

○なお、入学希望者等が開示された情報を容易に比較検討できるよう、情報開示に係る標準的な   

様式例を示すことを検討する。   

（3）留意事項  

○情報開示の義務付けと併せて、開示内容の適正性を担保する観点から、虚偽又は誇大な情報   

を開示してはならないこととする。  

110  
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家試験の受験資格における  

実務経験の範囲  

112  

○ 昨今の福祉サービス現場においては、自立した日常生活を支える観点から、就労支援の重要性   
が高まっていることから、新たに実務経験の対象施設として、障害者就業・生活支援センター等を位   

置付けることとする。  

【現行】  【見直し案】  

・虐害者郵栗■尊者ち好センター等における  
彪眉仁っいて統御対顔とをっ丁い  
をいニ  
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○児童養護施設等に配置される保育士については、当該施設が行うサービスの内容として生活指  

導や職業指導等に係る相談援助業務が制度的に位置付けられている（最低基準において明記さ  

れている）ことから、現行、既に実務経験として認められている児童指導員と同様に、保育士につい  

ても実務経験を認めることとする。   

なお、対象となる施設は、児童福祉施設のうち、生活指導や職業指導等がサービスとして位置付  

けられているものに限るものとする。  

【現行】  【見直し案】  

働等にお／′る原音士仁つい丁ば、  
二寿務絃静のガ慶とをっnlをい。   

※ 児童福祉施設のうち、生活指導又は職業指導（最低基準）や相談及び援助（指定基準）がサービスとして位置   

付けられているもの  

高齢者関係施設 慨車軸纏庭軒 児童洩蕗施設 吏わ他 

・養護老人ホーム   ・身体障害者更生相談所   ・児童相談所   ・保健所   
・特別養護老人ホーム   ・身休障害者福和上センター   ・母子生活支援施設   ・病院・診療所   
・軽費老人ホーム   ・身体障害者更生施設   ・児童養護施設   ・救護施設   
・老人福祉センター   ・身体障害者療諸施設   ・児童自立支援施設   ・更生施設   
・老人短期入所施設   ・身体障害者授産施設   ・児童家庭支標センター   ・授産施設   
・老人デイサービスセンター   ・身休障害者生活支援事集   ・児童自立生活援助事業   ・宿所提供施設   
・老人介護支援センター   ・身体樽害者自立支浅手集   ・短期入所生活援助事業、夜間養護等  ・福祉事務所   
・指定適所介護（基準該当を含む。）  ・知的障害者更生相談所   事業   ・婦人相談所   
・指定介護予防適所介護（基準該当を含  ・知的障害者更生施設   ・地域子育て支援事業   ・婦人保護施設   

む。）   ・知的障害者授産施設   ■知的障害児施設   ・母子福祉センター   
・指定短期入所生活介護（基準該当を含  ・知的障害者福祉工場   ・知的障害児通園施設   ・隣保館   

む。）   ・知的障害者通勤寮   ・盲ろうあ児施設   ・地域福祉権利擁護事業   
・指定介護予防短期入所生活介護（基準  ・療育等支横手葉 ・肢体不自由児施設   ・市区町村社会福祉協譲会   
該当を含む。）   ■地域障害者生活支援事業   ・情緒障害児短期治療施設   ■地方更生保護委員会・保護観察所   
・指定適所リハビリテーション   ・のぞみの園   ・重症Ib身障害児施設   ・更生保護施設   
・指定介護予防通所リハビリテーション  ・精神保健福祉センター   ・児童デイサービス   ・労災特別介護施設   
・指定短期入所療養介護   ・精神障害者生活訓練施設   リb身障育児総合通冠センター   ・地域福祉センター   
・指定介護予防短期入所療養介護  ・精神特等者授産施設   ・国立病院妻託病床   ・ホームレス相談推進業務   
・指定認知症対応型適所介護   ・精神障害者福祉工場   ■重症心身障害児（看）通園事業   ・ホームレス自立支援センター   
・指定介護予防認知症対応型通所介護  ・精神障害者地域生活支援センター  ・家庭支援電話相談事業   
・指定小規模多機能型居宅介護   ・精神障害者退院促進支援事業  ・ヴェトナム難民収容所   
・指定介護予防小規模多機能型居宅介  ・相談支援事業  
護   

・子供家庭相談事業  
・障害者支援施設  ・乳幼児健全育成相談事業   

・指定法知症対応型共同生活介護  ・生活介護  ・すこやかテレホン事業   
・指定介護予防認知症対応型共同生活  ・知的障害者専門相談事業  
介護  ・就労移行支援  

・指定居宅介護支接  ・就労継続支援  
・介護老人福祉施設  ・重度障害者等包括支援  
・介護老人保健施設  ・障害者デイサービス  
・介護療養型医療施設  ・短期入所  
■地域包括支援センター  ・共同生活介護  
・生活支援ハウス  ■共同生活援助  
・有料老人ホーム  ・福祉ホーム  
・指定特定施設入居者生活介護を行う適  

合高齢者専用賃貸住宅  ・日．中一時支援事業  

・地域密着型特定施設入居者生活介護  
を行う適合高齢者専用貸賃住宅  ・聴覚障害者情報提供施設  

・指定介護予防特定施設入居者生活介  
護を行う適合高齢者専用賃貸住宅  

・高齢者総合相談センター   
ll 



○ 現行制度においては、実務経験の対象施設において実務経験を有する者については、社会福祉   
士養成施設における実習が免除されることとされているが、実務経験の対象施設と実習施設の範   

囲を比較すると、実務経験の対象施設の範囲の方が広く、必ずしも両者の整合性が確保されてい   
ない状況にある。   

こうした現状を踏まえ、実習施設の範囲と実務経験の対象施設の範囲とが原則として一致（現に廃  

止されている施設を除く。）するよう、見直しを行う。  

【見止し案】  

痢ほ依㈱仁ついてば、  

二者甜の．対顔彪窟の局留r＝ぱ彪産材／ナら  

カロl右カfち、真説畝穿の顔亡ばβZ置〝  

けら．れ丁いをい。  

実務経額の対象施設の範囲と実習施設の  

範囲を原則として一致させる。  

（ex．）実務経験の対象施設に位置付けられていながら、実習施設に位置付けられていないものであって、新たに  

実習施設として位置付けるもの（①）や実務経験の対象施設及び実習施設の双方に新たに位置付けるもの（②）  

高齢者関係施設   障害者関係施設   児童関係施設   その他   

・老人デイサービスセンター   ・相談支援事業   ・児童相談所   ・病院■診療所   
・老人短期入所施設   ・障害者支援施設   ・母子生活支援施設   ・救護施設   

・養護者人ホーム   ・生活介護   ・児童養護施設   ・更生施設   
・特別養護老人ホーム   ・自立訓練   ・知的障害児施設   ・授産施設   
・軽費老人ホーム   ・就労移行支援   ・知的障害児通園施設   ・福祉事務所   
・老人福祉センター   ・就労継続支援   ・盲ろうあ児施設   ・市区町村社会福祉協議会   
・老人介護支援センター   ・重度障害者等包括支援   ・肢体不自由児施設   ・婦人相談所   
一老人デイサービス事業   ・共同生活介護   ・重症心身障害児施設   ・婦人保護施設   

一介護老人保健施設   ・共同生活援助   ・情緒障害児短期治療施設   ・母子福祉センター   
・地域包括支援センター   ・福祉ホーム  ・児童自立支援施設  

・地域活動支援センター  ・指定医療機関  
※上記については、主として身体障  

害者又は知的障害者に行うものに  
限る。  

・身体障害者更生相談所  
・身体障害者福祉センター  
一旧身体障害者更生施設  
・旧身休障害者療護施設  

・旧身体障害者授産施設  
・知的障害者更生相談所  
・旧知的障害者更生施設  
・旧知的障害者授産施設  
・旧知的障害者通勤寮  
・のぞみの園  
・障害者デイサービス  
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○ 現行制度においては、社会福祉士養成施設から他の社会福祉士養成施設への転入学等が認め   
られていないが、教育内容が同等であることを前提として、単位互換を認め、これが可能となる仕組   

みとする。   

○単位互換を行ラに当たっては、大学又は社会福祉士養成施設が、当該大学等における開講科目   

の教育内容と既修得科目の教育内容とを比較した上で、当該大学等が同等と認めた場合であって、   

当該大学等における開講科目として履修認定を行う場合に限るものとする。   

○ ただし、相談援助実習と相談援助実習指導については、両科目を一体として行うことにより、教育   
効果が見込まれることから、いずれか一方の科目のみの単位互換は認めないものとする。  

他の社会福祉士養成  
他の大学への転入学等  

施設への転入学等   

他の資格の養成施設  

への転入学等   

大学において既習得科目が   

ある場合   
○   ズ →Q   ‾※   

社会福祉士養成施設におい  
○   ズ →Q   ‾丼   

て既修得科目がある場合  

他の資格の養成施設におい  

て既修得科目がある場合   
○   ズ →Q   ‾※   

（注）※印については、当該他の資格の養成施設の指定基準等において、転入学等が認められているか否かによる。  
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○ 教育力リキュラムの見直しとこれに併せて行われる以下の基準の見  

直しについては、平成21年4月1日から施行する。   

「Ⅰ教育力リキュラム等の内容」   

「Ⅱ 教員」   

「Ⅲ 施設設備」   

「Ⅳ 実習・演習」   

「Ⅴ 通信課程」   

「Ⅵ 情報公開」   

「Ⅷ 転入学等の取扱い」  

O「Ⅶ 国家試験の受験資格における実務経験の範囲」については、平   

成20年度試験（平成21年1月に実施予定）から施行する。  

ー111－  121   



122  

作業チームの構成  

○ 委員は、専門有識者と実践者で編成。  

○ 上記委員とは別に、作業チームにおける議論を円滑にするために、国際的な動向や学術的情報に関する資料  

等を収集、整理する者として、「特別委員」を置く。  
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氏  名   所 属 ・ 役 職   

委員   池田 恵利子   独立型社会福祉士事務所いけだ後見支援ネット 代表   

委員   岩間  仲之   大阪市立大学大学院 准教授   

委員   上野谷加代子   同志社大学 社会学部 教授   

委員   大橋  謙策   日本社会事業大学 学長   

委員   黒木  保博   同志社大学 社会学部 教授   

委員   篠田  大垣市役所 福祉部 介護保険課 社会福祉士   

委員   白澤  政和   大阪市立大学大学院 教授   

委員   田村  里子   東札幌病院 MSW課 社会福祉士・医療ソーシャルワーカー   

委員   戸田 由美子   社会福祉士事務所ねこのて 代表   

委員   栃木 一三郎   上智大学 総合人間科学部 教授   

委員   中澤  伸   川崎市社会福祉協議会地域包括支援センター調整課 課長   

委員   福山  和女   ルーテル学院大学 総合人間学部 数授   

委員   山本 たつ子   天竜厚生会 常務理事   

特別委員   坪  洋一   日本女子大学 人間社会学部 講師   

特別委員   沖倉  智美   大正大学 人間学部 准教授   

特別委員   高良  麻子   東京学芸大学 教育学部 准教授   

特別委員   鳩間 亜紀子   社会福祉振興■試験センター 社会福祉専門員   

※ 五十音順  124  
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